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国際会計基準審議会（����）は，これまで国
際財務報告基準（��	�）の守備範囲として必ず
しも明示的ではなかった財務諸表に附属する
�������な情報の開示 �）について，これを財務報
告の範囲に取り込むための議論を開始している．
すなわち，����が提起する「経営者による説明」
（��
�����
������
���，以下，当該開示事項
を��という）は，��	�に準拠して作成された
財務諸表に附属する情報でありながら，財務諸表
外にあって財務報告の目的を果たすことを意図し
た情報と位置づけられる．��とは米国等の「財政状態および経営成績に
関する経営者による討議と分析」（��
�����
����������
�＆��
������，以下，��＆ �という），
英国等の「営業・財務概況」（������
���
����
�
�����	���� !以下，��	という）あるいはドイツの「経
営者報告書」（��
�����
�	����）等のような各
法域（"���������
�）においてすでに制度化されて
いる 
�������な情報の開示に該当する．����は
中立性を考慮してあえて��という一般的な名
称を用いている #）．����が，��の開示要求に応えて一定の基準
を設定することは，①開示要求が存在しない法域
における開示基準等の設定を支援し，��の導入
を通じて比較可能性の向上を図り，財務報告の質
を改善する，②財務報告書における首尾一貫性と
企業間の比較可能性の改善を通じて，��に係る
開示要求の国際的収斂（��
�����
��）を促進す
る，③適切な開示の場として��の正統性を確

保する，等の便益をもたらすものとされる $）．
財務報告の範囲（�������）をどこまでと考え
るのか．また，その場合どのような論拠に基づき
線引きするのか─財務報告の範囲の画定─．さら
に，財務報告の枠組みのなかで，財務諸表（注記）
と財務諸表外情報の境界（%��
����）をどのよう
に区分するのか─財務報告の構成要素の区分─．
実際に，財務報告の範囲および境界に対する理解
の相違が，各国の会計基準設定主体の取り組むべ
き課題の相違をもたらしていることも事実である
だけに，このような論点は「会計基準設定論」と
して無視できない問題であろう．
この点について，����の��に係る提案は，��が財務報告の「境界」の内側に位置する

（ �&�
�&��%��
��������'�(�
�
�����������
�）ことを明
示し，したがって財務報告の概念フレームワーク
の範囲内にある（ �&�
�&���������'�&����
�������'���� ��)）問題であるとの認識を基礎とする点で
重要である．
以下，本稿は，かかる財務報告の範囲と境界を
めぐる理論的な考察の一環として，
�������な情
報を財務報告の概念フレームワークにおける不可
欠な構成要素と認めてこれを財務報告の内側に積
極的に取り込むための提案を行っている ����の
現在の取り組みに注目した．����がこれまでに
公表した『討議文書』および『公開草案』を基礎
として *），以下の諸点から財務諸表に附属する
�������な情報の開示を会計理論形成上の課題と
して捉える視点を示すとともに，��の開示の制
度化を指向した新たな議論の局面を検討したい +）．
第一に，����が財務報告の範囲において財務
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諸表に附属する �����	
��な情報をどのように位
置づけているのかを説明し，���の『討議文書』
における当初の��開示基準に係る提案を概観
することにより，��の性格と特徴を明らかにす
る．第二に，財務諸表（注記）と財務諸表外情報
を区分する場合の両者の基本的な相違点に焦点を
あて，注記情報と財務諸表外情報の配置に係る規
準について理論的な検討を行う．第三に，��に
係る『公開草案』の公表に至っては，���が��に係る開示基準を設定するのではなく，あく
までも最善慣行（���	�����	
��）に基づく強制力
を 持 た な い フ レ ー ム ワ ー ク（�����
��
������������）の形成を意図していること，また，
新たな局面として，現在 ���と米国財務会計基
準審議会（ ���）が共同で作業を進めている財
務報告の概念フレームワーク・プロジェクトにお
ける「フェーズ �」に照らして当該『公開草案』
を理解する必要があることを指摘し，財務諸表と�����	
��な情報が概念フレームワークを共有する
ことを明示した『公開草案』の意義と到達点につ
いて考察する．

���は，これまで  !�の範囲外とされてき
た財務諸表に附属する �����	
��な情報に係る開
示領域の質を改善することを狙いとして，���"
年 ��月に前出の『討議文書』を公表し，広く利
害関係者からのコメントを求めることとした．���は，��が財務報告の透明性を改善するこ
とを通じて資本市場に対する投資家の信認を高め
うるとして，���が��に係る開示基準ないし

指針の開発にその資源を投入することは極めて重
要かつ今日的な課題であることを認めるものであ
る．
『討議文書』において，��は以下のように定

義された．
　「��は，財務報告の一部として財務諸表に附
属する情報である．��には，財務諸表が対象と
する期間における企業の事業の展開，業績および
状態の基礎にある主な趨勢や諸要因の説明ととも
に，将来にわたる事業の展開，業績および状態に
影響を与える可能性の高い主な趨勢や諸要因の説
明が含まれる．」（#���$�%）��は，財務諸表がそれ自体では提供すること
ができない，あるいはそもそも財務諸表に期待す
べきではない企業業績に係る情報を提供するもの
である．��のような開示情報がアニュアル・リ
ポートの重要な部分を構成することは広く認識さ
れており，主要国の開示制度において��に相
当する開示要求はすでに存在する．『討議文書』
は，���の取り組みとして，��に係る国際的
に多様な開示実務の収斂を促進することを意図す
るものである．
『討議文書』は，企業の財務報告書を①主要財
務諸表，②注記および③��から構成されるパッ
ケージとみなしている（図 �を参照）．��は，
あくまでも財務諸表に附属するものであって，財
務諸表自体を構成するものではないことが明確で
ある（#���$��）．
『討議文書』は，��の開示についてリスク資

本の提供者たる投資家のニーズに焦点をあてるべ
きであり，より広範な利用者のニーズを満たすた
めに拡張されるべきではないとの立場を明らかに
した（#���$��）．そのうえで，以下のような情報

経営者による説明（��） 財　務　諸　表
注　記 財務諸表本体

出所）���&�'
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を提供することを��の目的（���	
��	�）とし
て示した（�������）．
①�企業が活動する環境情況に照らして財務諸表を
解釈し，評価する．

②�企業が直面している最も重要な問題を経営者が
どのように捉えて，またこれらの問題にいかに
対応しようとしているのかを評価する．

③�企業が選択した戦略および当該戦略が実現する
可能性について評価を行う．
これらの目的を達成するために，��には�������	な説明のなかに ����の適用範囲外にあ

る財務測度および非財務測度が含まれることにな
る（�������）．
『討議文書』は，��の作成・表示に関して，
①��は財務諸表を補足（�����	�	�����）すると
ともに，補完（
����	�	�����）すべきである
（�������� ��）!），②��は経営者の視点を通じた
分析を提供すべきである（�������! ��），③��
は将来指向であるべきである（�������" �#），と
する原則主義（����
���	� ���	$）アプローチを採
用する．
また，財務諸表に係る概念フレームワーク上の

質的特性を��にも具備すべき要件として援用
したうえで #），具体的に以下のような開示項目を
例示した．
①�事業の性質（��������"－��%）�企業が展開する事業の性質と外部環境を明確に
利用者に説明すべきである．

②目標と戦略（���������－�"�）�企業の目標と目標達成のための戦略を明確に利
用者に説明すべきである．

③�重要な資源，リスクおよび諸関係（�������""－���）�経営者が企業の長期的価値に影響を及ぼすと考
える重要な資源，リスクおよび諸関係，ならび
に当該重要な資源，リスクおよび諸関係を管理
するための方法を利用者に説明すべきである．

④業績測度および業績指標（��������"－��!）
表明された目標に対する業績を経営者が評価

し，管理するために用いる重要な業績測度および
業績指標について明確に利用者に説明すべきであ
る %）．
『討議文書』においては，先行して &��開示
を制度化した英国の経験等をふまえて，原則主義
に基づく開示基準を設定することの方が，指針を
作成してその自発的な遵守を促すよりも望ましい
ものと考えられている �）．��をめぐる議論の高まりは，同時に財務諸表
に求められる役割期待の変化に繋がるものであ
り，さらに従前の財務報告から企業報告
（
�������	��	�������）へのフレームワークの再編
成を提起する議論とも連携している ��）．
かかる文脈において，�'�(が��を活用して
財務報告のフレームワークに �������	な情報を
積極的に取り込むための議論を開始したことの意
味を過小評価すべきではなく，このことはあくま
でも会計理論上の主題として検討される必要があ
る．

�'�(の概念フレームワークは，「財務諸表は主
として過去の事象の財務的影響を表示し，必ずし
も非財務情報を提供するとは限らないため，財務
諸表は，利用者が経済的意思決定を行うために必
要なすべての情報を提供するものではない」��）と
している．
確かに �'�(の概念フレームワークはその範囲

を財務諸表に限定している．だが，�'�(は，財
務諸表だけでは財務報告の目的に合致しないの
で，財務諸表が実際に達成しうることと財務報告
の目的とのギャップを解消するために，「その他
の財務報告」を追加する必要性を認めるものであ
る（�������）．すなわち，��は，「その他の財務
報告」の主たる構成要素とみなされる．
この点について，英米の財務報告に係る概念フ
レームワークにおいて，財務諸表外情報がどのよ
うに位置づけられてきたかを確認しておきたい．
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米国の概念フレームワークにおいて，��＆ �
は「その他の財務報告手段」として位置づけられ
る．米国では，会計基準の設定は財務会計基準審
議会（��	
）が，��＆ �を含む開示基準全般
については米国証券取引委員会（	��）がその役
割と責務を担う，いわゆるデュアル・リポーティ
ング・システムが採用されている．その意味で��	
と 	��の棲み分けが図られてきた ��）．
なお，米国において概念フレームワークが検討

され始めた当初，��	
が新たに「財務報告」の
概念を導入したことは，会計基準設定主体として
その活動領域を拡張するものとして評価された．
かかる評価はその後の展開を冷静に見れば実際に
は過大なものであったといえるが，���年代後
半の当時にして財務諸表外情報を財務報告の枠組
みのなかに取り込む必要性と，その場合の財務諸
表との境界問題が提起されており，財務報告の範
囲の画定が概念フレームワークの形成において重
要な課題であったことは興味深い事実である．
他方，英国においては，『財務報告原則書』（以下，

『原則書』という）��）の「表示及び開示」（���������������������������）において，財務報告の概念フレー
ムワークは財務諸表─注記─附属情報の三層構造
として示され，���開示は附属情報（����� ��!��"���#��������）と称する範囲のなかで財務諸表と関
連づけて位置づけられている．『原則書』は，財
務諸表と附属情報の目的が財務報告において共有
されることを明示するものである．その意味で英
国会計基準審議会（�	
）が ��年代以降，会
計基準設定活動の一環として財務諸表外情報に積
極的に関与してきた経緯に対して，『原則書』は
その正当化のための根拠を付与するものであると
解される．
『原則書』は，企業の取引活動がより複雑化す

ることによって，財務諸表利用者は財務業績と財
政状態の基礎にある主要な特徴に関する客観的か
つ包括的な分析とその解説をこれまで以上に必要
としている点に，���開示の積極的な意義を認
めている．

先般，$�	
と ��	
の概念フレームワークの
共同プロジェクトの一環として公表された『改善
された財務報告に関する概念フレームワークにつ
いての予備的見解：財務報告の目的及び意思決定
に有用な財務報告情報の質的特性』（以下，『予備
的見解』という）�%）に注目してみると，そこで
は「財務諸表は，投資，与信，その他の資源配分
に関する意思決定を行う人々が必要とする情報
ソースのひとつでしかない」（�
�%）としてその
限界を認めたうえで，財務諸表と財務報告の関係
が以下のように説明されている．
「附属する注記も含めて財務諸表は財務報告の
中心的な役割を果たすものである．しかし，財務
報告の目的は財務諸表だけでなく，財務報告全体
に関わる．一定の種類の財務情報もそれ以外の情
報についても従来の財務諸表によって伝えるより
も，それ以外の方法で伝えた方が良い場合もあ
る．事業体のアニュアル・リポート，目論見書，
および特定の国で政府機関に提出される報告書
は，財務諸表，その他の財務情報ならびに非財務
情報を網羅した報告書の典型である．ニュース・
リリース，経営者による計画または予測に係る説
明，企業の社会または環境に及ぼす影響に係る説
明は，財務諸表に網羅されている以外の財務情報
または非財務情報を提供する報告書の例である．」
（�
�&）
また，��に相当する「経営者の説明」（����"�����’���' ��������）について，以下のように言及してい
る．
「財務報告は，利用者が提供されている情報を
理解するのに必要な経営者による説明その他の情
報を網羅するものでなければならない．投資者お
よび債権者等が企業について予測を行う場合，財
務報告書は，そこに網羅されている情報について
経営者の説明が与えられていればさらに有用性を
増すであろう．─中略─さらに財務報告は，経営
者の見積もりと判断に左右される，またはそれに
よって影響を受ける情報を提供することも多い．
主な基礎的前提または見積もりをはじめとする基
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果的に導いている．かかる境界は，会計基準のパ
ラメータを限定し，会計基準設定主体が担うべき
責任の範囲を決めるものであるが，近年の英米に
おける会計基準設定主体は，財務諸表本体（注記）
から開示範囲を外延的に拡大していることも事実
である．その場合の注記と��の線引きは必ず
しも一貫しておらず，その規準は明確ではない．
現在の概念フレームワークにおいては，注記の範
囲を決める場合でも明確な指針が与えられている
わけではなく，その意味で会計基準設定において
はアドホックなアプローチが適用されている．
財務諸表本体，注記および��は，利用者の
ニーズを満たす財務報告の統合的なパッケージの
各構成要素であり，��は財務諸表外情報の部分
集合となる．この場合，財務諸表（注記）と財務
諸表外情報は，次のいくつかの観点からその相違
点を識別できるであろう ��）．
①目的
注記は財務諸表本体およびその構成要素に対す
る追加情報を提供するものであるが，それは財務
諸表本体の明瞭性を高めることを意図するもので
ある．すなわち，注記は基本的に企業の財務業績
や財政状態に関する解釈や解説を提供するもので
はない．これに対して，財務諸表外情報は，注記
よりも広い役割を果たすものである．注記が特定
の財務諸表に表示された項目の測定に関連した不
確実性の存在を説明するために用いられるのに対
して，財務諸表外情報は企業業績の分析を支援す
ることを意図する．また，財務諸表外情報は，財
務諸表に示されない情報を提供する．財務諸表
（注記）を理解するうえで必要な企業の過去の業
績に係る背景や脈絡について説明し，さらに将来
の見通しを討議することにより財務諸表本体を補
完する．
②質的特性
利用者に有用な情報の質的特性は，理解可能性

（����	
����������），目的適合性（	��������），比較
可能性（�����	������）および信頼性（	���������）
であるとされるが，このうち信頼性を除く質的特

本的な想定事項，適用された方法についての説明
があれば，投資者および債権者等がその見積もり
および判断を評価するうえで役立つ．」（����）����の��をめぐる議論と連動して，『予備
的見解』は財務報告に焦点をあて，その枠組みの
なかで��に相当する「経営者の説明」を明確
に位置づけるものである．
今後，����と ����の共同プロジェクトにお

いて，「フェーズ �」で予定されている「表示お
よび開示」（�	�
�������� ��� !�
���
�	�）に係る本
格的な議論によって，どのように財務諸表外情報
を捉えて財務報告の境界に係る議論が展開するの
か，またそうした議論の結果，財務報告の目的や
質的特性の修正を伴うのかが，その論点として注
目されるところである．
また，このような ����が提起した��の開示
をめぐる議論は，わが国において必ずしも明示的
ではない財務報告の範囲に係る議論，および財務
諸表と連携した日本版�!＆ �の位置づけを含
めた現在の有価証券報告書等に係る開示規制の体
系化等について，会計基準設定主体の役割にも関
わる重要な会計問題の検討を促すものである．財
務報告の概念フレームワークの形成をめぐる新た
な問題としていま提起されていることを認識すべ
きものと考えられる．

財務報告の概念フレームワークの形成におい
て，財務報告の範囲をどこまでと考え，どのよう
に線を引くのか─財務報告の範囲の画定─という
問題と同時に，財務報告の枠組みのなかで，財務
諸表（注記）と��の範囲を確定すること─財
務報告の構成要素の区分─も重要な問題として提
起される．
現在，注記と��の境界に係る明確な定義は
なく，このことは注記および��に対する開示
要求における一貫性の欠如といくつかの重複を結
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写するものであり，その焦点は財務データにあ
る．また，財務諸表におけるリスクと不確実性に
係る開示については，基本的にはどのように当該
期間において管理されたのか，期末の財政状態お
よびこれに関連したリスクと不確実性に開示の範
囲は限定される．これに対して，財務諸表外情報
は将来期間の取引，事象または結果についての経
営者の予測を含む点で，過去と将来の両方の討議
を含む．財務諸表外情報の開示においては，将来
の取引および事象に係るリスクと不確実性ならび
にこれらを管理する方法が示される．財務戦略に
係る開示のような将来指向情報（����	�
��������������	����）を包含することにより，その財政状
態と同時に将来において財務戦略を実行する能力
が示されうる．

財務報告の概念フレームワークのなかで財務諸
表（注記）において開示されるべき情報と，��
において開示される情報をどのように「線引き」
するのか．その配置規準（��	��������������	）の
設定と適用は重要な論点である．
前述の『討議文書』は，特に��の目的の第

一に掲げられた「企業が活動する環境情況に照ら
して財務諸表を解釈し，評価する」ための情報は，��と注記の線引きが難しいことを指摘する．
この点について，財務諸表上認識される項目
は，①構成要素の定義を満たす項目であること，
②当該項目に関連する将来の経済的便益が，企業
に流入するか，または企業から流出する蓋然性が
高いこと，および③信頼性をもって測定しうる原
価または価値を有すること，の諸規準を満たす必
要がある．
注記は，企業が財務諸表に表示した金額をいか
に測定したかについての情報を提供する最も適切
な場である．また，測定の不確実性が高い水準に
あり，財務諸表において認識しなかった場合に，
注記における開示が選択されることもある ��）．
注記と��はともに財務諸表本体に追加的な

性は財務諸表および財務諸表外情報の開示におい
て共通して適用される．しかし，信頼性について
は，中立性（�����	����）と検証可能性（������	������）
の点で，財務諸表と財務諸表外情報の開示に係る
最低限許容される程度はそれぞれの特性に応じて
異なる．最近では，公正価値（�	����	���）あるい
は使用価値（�	����������）に基づく認識・測定の
領域が広がり，経営者の判断や主観的な見積もり
の利用を求める傾向が強まっているが，そもそも
財務諸表外情報は経営者の視点から企業業績の概
観を利用者に提供する点に特徴がある．財務諸表
外情報は，本質的に主観性の高い程度を含む解釈
や判断が求められる．その意味で財務諸表におけ
る情報よりも検証が困難である場合が多い．
③開示内容
財務諸表には，主として貨幣単位によって表現

された財務データおよび財務データに対する直接
的なインプット（財務諸表本体において認識・測
定された項目に係る重要な会計方針と方法（������	��	�����������������	�
���� �
�������），会計処理の前
提となる経営者の仮定（�	�	�������	����������）
およびセグメント情報のような分割情報，財務諸
表において認識されなかった偶発事象等に係る注
記情報）等が含まれる．財務諸表本体には認識規
準を満たした構成要素が表示され，認識規準を満
たさなかった要素については注記および財務諸表
外情報における開示の両者が想定される．財務諸
表外情報は，財務諸表の構成要素の定義に合致し
ない項目を含み，ここでは多くの場合，量的であ
るよりも質的な非財務データが開示される．すな
わち，企業戦略，既知の重要なトレンドや不確実
性に関する討議や，経営者が経営管理のために用
いている産業全般または特定企業の非財務的な業
績指標等が例示され，このような財務諸表外情報
は利用者にとって有用であるとされる．
④時間軸
財務諸表は，期末時点の財政状態および当該期

間の業績に焦点をあてたものである．財務諸表は
主として過去の取引と事象に係る財務的影響を描
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いる ��）．
これを敷衍すれば，画定規準が開示の一貫性に
繋がらないことも想定されるところであり，この
点は画定規準の精緻化に向けてさらに議論が必要
となるであろう．
なお，『討議文書』に対するコメント・レター

（���通）において，��通（��％）が配置規準の
実効性に合意する一方で，��通（��％）は合意
できない旨を表明している．��通は無回答であっ
た．特に目立った回答は，配置規準は，�	の開
示モデルの一部としてではなく，前述の 
��と���の概念フレームワークの共同プロジェクト
の「フェーズ �」において検討されるべきとする
ものであった．このようにコメント・レターを見
る限り，『討議文書』が提示した配置規準につい
ては大きな支持が得られているとはいえない状況
にある ��）．
注記と�	を区別する上記の配置規準が実際
に十分に機能するかどうかについては検討を要す
ものと考えられる．また，『討議文書』も認めて
いるように，注記よりも�	を通じて情報を開
示することによって，利用者の意思決定プロセス
に影響があるかどうかという点については必ずし
も実証的な証拠はない．配置規準の適用に係る問
題は，注記情報は監査対象となるとの理解に立て
ば，同時に�	と注記をめぐる保証（���������）
の水準にも影響を与えることになる．

����年 �月に公表された�	に係る『公開草
案』は，����年 �月に改訂案として示された
������の概念フレームワーク草案『財務報
告の概念フレームワーク：財務報告の目的および
意思決定に有用な財務報告情報の質的特性』��）を
ふまえて『討議文書』を再検討した結果を反映し
ている．『公開草案』から読み取ることのできる�	をめぐる新たな局面は，財務諸表と�	が，
（一般目的外部）財務報告の目的，想定される利

情報を提供する点では共通するが，『討議文書』
においては，以下のような配置規準が示された
（��������）．
（�）企業の情況やその事業環境をめぐる文脈に

おいて財務諸表を説明する情報を投資家に
提供するものであれば，これを�	におい
て開示する．

（�）主要財務諸表とその構成要素の理解に必要
不可欠ならば，それが財務諸表上認識され
るか否かにかかわらず，注記において開示
する．

『討議文書』は，配置規準の適用例のひとつと
して，自己創設ブランドの計上問題を示してい
る．すなわち，ブランドは資産の定義を満たすが，
自己創設ブランドの場合，信頼性をもって測定で
きない．したがって自己創設ブランドの評価額は
財務諸表上ゼロとなる．この場合，注記には，①
ブランドに係る会計方針，②自己創設ブランドの
評価額，③当該ブランドの評価における重要な見
積もりに係る情報が含まれる．これに対して，�	には，経営者がブランドを企業にとって重要
な資源ないしリスクとみなすならば，①ブランド
製品が販売される市場の成長率，市場の成長に関
連した主要経済指標に関する歴史的および将来指
向の両者に係る趨勢，②ブランドの取得，開発お
よび維持に係る目標と戦略，③ブランドの補充戦
略に対して業績を評価し，管理するために経営者
に用いられている測度，等が含まれるとしてい
る．
だが，たとえば，当該配置規準に従えば，「企

業に影響を与えうるリスクおよび不確実性」に係
る情報の多くは，注記よりも�	において開示
されることになるであろう．例えば，����年 �
月に公表された 
���第 �号『金融商品：開示』
（�������� !
��"��#��"�$!%��� &����）では，金融商品
から生じるリスクの性質と程度に係る情報の開示
について，すでに�	が積極的に評価されてい
る．しかしながら，そこでは注記によるか，また
は�	によるかその開示は選択でよいとされて
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第二の修正点は，��の利用者の範囲が，『討
議文書』における投資者（リスク資本の提供者）
から，持分投資者，与信者およびその他の債権者
をも含む現在および潜在的な資本提供者に拡張さ
れたことにある．
利用者の範囲はそのニーズに基づいて��の

構成要素を識別し，規定することになる点でも重
要である．この点について，『討議文書』は広範
な利害関係者のニーズを満たすように��のフ
レームワークを設計することには消極的であり，
むしろその範囲を狭く解していた．これに対し
て，『公開草案』は �	
��	
�の概念フレーム
ワークにおいて識別された一般目的財務報告の利
用者と平仄を合わせてその範囲を修正し，特定の
利用者グループのニーズを満たすためではなく，
すべての資本提供者のニーズに焦点をあてるもの
とした．このような利用者の範囲の修正は，��
が財務諸表に附属する情報であり，一組の財務諸
表に情況や背景を提供することが��に期待さ
れていることから，論理的な一貫性を求めた結果
として捉えることができる．
第三の修正点は，『公開草案』における��の

用者および質的特性の諸点において，�	
��	
�
の共同プロジェクトにおける議論の展開を反映し
て，その概念フレームワークを共有している点に
ある（��の構成要素と情報利用者のニーズとの
関係については，表 �を参照）．
すなわち，『公開草案』における修正点は，第
一に，『討議文書』における��の目的（����������）
が，『公開草案』においては��独自の意図
（�������）として再構成されたことにある．�	
��	
�の概念フレームワークにおいて，
財務報告の目的は，「現在および将来の持分投資
者，与信者およびその他の債権者が，資本提供者
としての資格において行う意思決定に有用な報告
実体に関する財務情報を提供すること」（���）
と規定される．『公開草案』は，財務報告の枠組
みにおいて財務諸表と��は共通の目的をもつ
ものであり，したがって��は独自の目的をも
つものではないとの立場を明確にしている．
そこでは「����������が達成を意図した ����で

あるならば，�������は ����の達成のための行動
を導くことが期待される ���である」��）として概
念上の区別が図られている．

構成要素 利用者のニーズ
（�）事業の性質 実体の事業および実体が活動する外部環境に関する知識
（�）目標と戦略 実体が採用した戦略およびこれらの戦略が経営者の表明した目標に合致

して成功する可能性の評価
（�）資源，リスクと諸関係 他に資源を移転する義務と同様に，実体に利用可能な資源を決定するた

めの基礎 �長期的に持続可能な資源の正味キャッシュ・フローを発生す
る実体の能力 �直近と長期の両者における資源獲得活動のリスク・エク
スポージャー

（ ）成果と見通し 実体が期待に沿った結果を導くかどうか，およびいかに経営者が実体の
市場を理解し，その戦略を実行し，実体の資源，リスクと諸関係を理解
しているかを利用者が理解するための能力

（�）業績測度と業績指標 経営者が実体の表明された目標と戦略に対する業績を評価し，管理する
ために用いる重要な業績測度および業績指標に焦点をあてる能力

出所）�	
�!"#$������"%��&�!"Management Commentary!"'�(�"���)!"����*"����*
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また，『討議文書』は，比較可能性について，
期間比較可能性のみを求めていたが，その理由
は，実体間の比較を求めることは経営者の視点か
ら自らが重要と確信する情報の開示を求めること
と対立する可能性があるためとされた（『討議文
書』，�������	�
）．
このように��に求められた質的特性は，『討
議文書』の段階では概念フレームワークに類似す
るが，同一ではない点に特徴があった．
これに対して，『公開草案』においては財務諸
表に適用可能な類似の質的特性とできる限り合致
すべきことが提案され，結果として『討議文書』
から大きな修正が行われた．『公開草案』におけ
る諸提案は，��が財務報告の「境界」の内側に
位置し，したがって財務報告の概念フレームワー
クの範囲内にある問題であるとの認識を基礎とす
る点をここに再確認する必要がある．しかし，本
当に��と共通するのか，質的特性の適用可能
性には疑問も残るところである．
なお，��������の概念フレームワークに対
しては，質的特性としての忠実な表現に焦点をあ
てた以下のような指摘がある ��）．
「目的適合性を牽制する要素が質的特性には基
本的に存在せず，その限りでは今後の制度設計に
おいては目的適合性が暴走する可能性が生じてい
る．」��������の概念フレームワークと同様に，
『公開草案』においても，経済的現象と財務報告

情報としての質的特性が ��������の概念フ
レームワークにおいて示された質的特性と共通の
ものとして示されたことにある（表 �を参照）．
この点について，『討議文書』は前述のように��
独自の質的特性を示していた．すなわち，『討議文
書』においては，理解可能性（�����������������），目
的適合性（���������），裏づけ可能性（���� ���������），
均衡（�������），期間比較可能性（� !����������" ���"��!�）の �つの質的特性が識別された．特に，『討議
文書』の段階では，信頼性に代えて裏づけ可能性と
均衡が独自の質的特性として示された点で注目さ
れる．
裏づけ可能性とは，信頼性を構成する重大な誤

謬の除去（#���"#� !"!�������"��� �）ならびに忠実
な表現（#���$#��"������������ �）を内容とするもの
である（『討議文書』，�����%&）．すなわち，事実
に基づいて実体の戦略，計画およびリスク分析を
忠実に表現していれば，��における情報は証拠
づけられるとされる．目的適合性を有する場合に
はその情報源が説明されるべきであり，また��
が情報として確実性に欠ける場合には，非開示を
選択するのではなく，その事実自体を明らかにす
ることが求められる（『討議文書』，������%�'%%）．
均衡とは，信頼性を構成する偏向の除去（#���"#� !"����）を意味し（『討議文書』，�����%&），��
は実体の業績とその見通しについて良い側面と悪
い側面をいずれかに偏ることなく公平に処理すべ
きことが求められた（『討議文書』，������%�'��）．

概念フレームワーク 『討議文書』
基本的な質的特性 目的適合性

忠実な表現
目的適合性　　
均衡　　　　　
理解可能性　　
期間比較可能性
裏付け可能性　

補強的な質的特性 理解可能性
比較可能性
検証可能性
適時性　　

出所）筆者作成．
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点から見れば以下のような検討課題も残されてい
る ��）．
①�注記と��のどちらに開示するのか，配置規
準の検討
②�「財務情報」および「非財務情報」の用語の意
味内容に係る定義の明確化
③ ���および財務報告における「その他の部分」
との厳密な境界の設定

④�環境報告または社会責任報告のような報告の諸
側面の��における位置づけ

⑤�真実かつ公正な概観を示すために��が必要
とされるか否かに関する検討
⑥�他の組織に委ねられるとする適用指針
（	

��	���������	��）および具体的な開示例
（�������	�������	�
���）
このうち特に①の課題に注目すれば，情報利用
者の立場からは，その経済的意思決定に係るニー
ズを満たす情報であれば，財務諸表（本体および
注記）において開示されるか，あるいは財務諸表
外で開示されるかは必ずしも大きな問題ではない
かもしれない．しかし，財務報告の概念フレーム
ワークにおける開示情報の配置の在り方は，会計
基準のパラメータを限定する．また，このことは
開示情報の信頼性に係る保証の範囲にも影響を与
えることになるものと考えられる．「注記の範囲が
決まれば，��の範囲は自動的に決まる」との論
理は，財務報告＝財務諸表の報告であることを前
提として，��を財務報告の埒外にある財務諸表
外情報として放置する場合であれば適合する ��）．
結果として，現在まで注記と��の境界に係る
明確な定義は示されていない．��に係る開示基準（ないし非強制的な指針）
をめぐる議論は，前述のように財務報告の概念フ
レームワークとの相互関係をより一層強めてい
る．そのなかで配置規準に係る議論は『公開草案』
からは姿を消し，その他の未解決問題と併せて���������の概念フレームワーク共同プロジェ
クトの「フェーズ  」（表示および開示）におけ
る議論に先送りされる結果となった．

における会計測定値または記述との一致ないし対
応が強調されており，従前の信頼性（����	!����"）
の概念が前述の忠実な表現に置き換わったことに
注目すべきである．このことは，財務諸表本体に
おける公正価値測定の拡大とともに，「財務諸表」
から��のような情報を含む「財務報告」の概
念フレームワークへの射程の広がりを支える論理
と関連していることを見落としてならないであろ
う．
このように，『公開草案』に示された��の作
成と開示のフレームワークは，『討議文書』にお
ける議論を引き継ぎながらも，���������の概
念フレームワークにいわば従属的に規定され始め
たことを指摘しうるであろう．結果として『公開
草案』は『討議文書』と比較して無視できない修
正点を含むものとなっている．��の開示をめぐ
る議論が概念フレームワーク・プロジェクトとの
関係を一層強めていくなかで，当該プロジェクト
の今後の展開は，財務報告の在り方にも大きな影
響を及ぼすことが予想され，その動向が注目され
るところである．
前述のように，����が財務報告の枠組みにお

いて財務諸表に附属する情報である��の開示
領域に取り組み始めた意図は，��の開示基準な
いし指針の設定を通じて財務諸表外情報に係る国
際的に多様な開示実務の収斂を促進することに
あった．
『公開草案』に示された開示フレームワークは

総じて一般的なものであり，それは柔軟性のある
アプローチがより意味のある開示を導きだすとす
る ����の理事会の見解を反映していることを理
由とする（『公開草案』，
#�）．『公開草案』は，
特に，①��を財務報告の内側にあるものと位
置づけた，②��には財務諸表と共通の概念フ
レームワークが適用される，③��の作成と表
示のフレームワークを ��$�ではなく，あくまで
も指針（����	��）として設定する，④��に不
可欠な構成要素を示した，という諸点において特
徴があると整理しうる．だが，他方で，その到達
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② �����の焦点と内容（重要性，分析，重要業
績指標（�	
），既知の重要なトレンドと不確
実性を含む）

③�流動性と資本源泉に関する開示
④�極めて重要な会計上の見積もりに関する開示
また，��は，����年に成立したサーベインス・
オクスリー法（以下，���法という）の ���条（�）
項，すなわち「��は ���法の制定日から ���
日以内に，��に提出することが求められる年
次報告書および四半期報告書において，発行体の
財政状態とその変動，経営成績，流動性，資本的
支出，資本源泉，または損益の主要な構成要素に
対して現在および将来において著しい影響を及ぼ
すと合理的に見込まれるすべての重大なオフバラ
ンス取引，契約，債務（偶発債務を含む），その他，
発行体と非連結事業体またはその他の法人格との
関係を開示すべきことを定めた最終規則を公布す
るものとする」に基づき，すでに要求としてあっ
た����におけるオフバランス取引の開示を成
文化した ��）．��規則は，投資者がオフバランス取引およ
びその重大な影響について理解しうるように����における独立したセクションを設けて以
下の開示を求めている．
①�オフバランス取引の性質と事業上の目的
②�流動性，資本源泉，市場リスクおよび信用リス
クの保証等の観点からのオフバランス取引の重
要性
③�当該オフバランス取引に伴う発行体の収益，費
用およびキャッシュ・フローの金額
④�発行体に重要な便益をもたらすオフバランス取
引の終結，または重要な減少となる合理的な可
能性がある既知の事象，需要，契約，トレンド
および不確実性
さらに長期債務，キャピタル・リース債務，オ
ペレーティング・リース債務，購入義務およびそ
の他の長期債務等の契約上の義務については，表
形式（一覧表）による開示が求められる．　
最近では，財務会計基準書（����）第 ���号


���が現在展開している�は，『公開草案』
の公表に至る一連の議論の経緯を見る限り，米国
の��＆ �よりも，英国の ���を基本に据え
て，その開示フレームワークを形成することを意
図しているように思われる．すなわち，米国��
＆ �が細則主義（��������� ��!!�"�#$）を採用し
ているのに対して，�と英国 ���は原則主義
（!�%&#%!�������� ��!!�"�#$）を採用する点で共通
し，またその開示原則や概念フレームワークの形
成の方法において多くの類似する点を見出すこと
ができる ��）．
他方で，投資意思決定を支援するために証券市

場の開示規制において国際的に見ても最も早くか
ら組み込まれてきた米国の��＆ �にも，近年，
財務諸表の補足機能の拡充が図られてきた点に注
目すべきであろう．とりわけ，����年 ��月のエ
ンロン社の破たんを契機に，米国では会計・監
査・ガバナンスを一体とみなした制度改革が展開
してきたが，その重点事項のひとつが�����開
示であったことに異論はないであろう．��は �"�'�&����社を対象とした�����開示
に係る調査 ��）をふまえて，���(年 ��月に����
に関する新たな解釈指針（
&'��!��'�'%)��*�% �&#�）
を公表している �+）．当該解釈指針によれば，�����の目的は，①投資者が経営者の視点から企
業を評価することを可能ならしめる財務諸表の&����'%)�な説明を提供する，②財務情報の開示を
全体として高めるとともに，財務諸表の分析のた
めに必要な背景情報を提供する，③投資者が，企
業の過去の実績が将来の業績の見通しを示してい
るかその可能性を確認できるように，当該企業の
利益およびキャッシュ・フローの質や潜在的な変
動可能性に関する情報を提供する，ことにあると
して，以下の領域に関して追加的な指針を示して
いる．
① ������の全体の表示
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保できないといえるのか，その論証は現代の財務
報告制度における重要な課題であることを指摘し
ておきたい．
また，財務諸表に附属する �����	
��な情報は，
その開示上の役割を果たすうえで本質的に主観性
が高く，監査を受け入れる余地の少ない情報を含
むものである．かかる情報に付与される信頼性を
併せて考える場合，財務報告の範囲や境界をめぐ
るフレームワークは監査（保証）問題とは無関係
に形成されるものではないであろう．�����	
��な
情報が，例えば注記として配置されるならば監査
対象となるという意味で，保証に係る実務上の適
用可能性をふまえて財務報告の概念フレームワー
クが制度的に形成される側面を検討する余地があ
るように思われる． （日本大学経済学部教授）

（付記）本稿は，日本監査研究学会第 ��回全国
大会（早稲田大学）における課題別研究
部会報告「財務諸表外情報の開示と保
証」に加筆・修正したものである．

�） �����	
��な説明は，「物語的説明」とも意訳され
る．以下を参照．青柳文司（����年 �月）「証拠
会計学と物語会計学」『企業会計』第 ��巻，第 �
号，�������． 　なお，�����	
��な情報の開示ないし �����	
��な
説明という場合，本稿においては「�����	
��」を
あえて訳さずに，そのまま英語表記している．こ
れまで一般に「記述的」または「定性的」と訳さ
れてきたが，それでは量的測度を含まないものと
矮小化されて，誤解を招く恐れがあるためであ
る．したがって �����	
��な情報の開示ないし説
明とは，いわゆる定量的情報と定性的情報，ある
いは財務諸表上で表現されない財務情報およびそ
の他の非財務情報を包含する文章形式の報告を含
意するものとして議論を進めたい．�） なお，証券監督者国際機構（�����）は，����年

『公正価値測定』の導入に伴い，いわゆるレベル�の開示に関連して，その信頼性を確保するため
の����における補足的開示が ���から要請さ
れており ��），より一層の����開示の拡充が図
られている．
このような財務諸表と一体となった米国の��

＆ �開示における補足機能の拡充はさらに補完
機能の拡大へと繋がり始めている．だが，現時点
では英国 ���とは対照的な相違があるだけでな
く，��の開示フレームワークの形成において両
者の相違がどのように調整されうるのかは必ずし
も明らかではない．財務諸表と財務諸表に附属す
る �����	
��な情報が財務報告の目的を含めた概
念フレームワークを共有するといっても，その財
務諸表外情報観ないし財務諸表との関係の在り方
については多様な見方があり，その検討は重要な
課題となるであろう．
会計上の認識・測定が仮に適切に行われたとし

ても，実効性のある開示がなければ財務諸表は利
用者のニーズを十分に満たすことができない．そ
の意味で，��を財務報告のフレームワークから
排除し，「蚊帳の外」としたとしても，開示の視
点からは議論の放置でしかない．財務報告の「範
囲」を決めること，そしてその枠組みにおける構
成要素，すなわち注記と��との間の「線引き」
を行うことも重要な会計学上の問題である．この
ことは会計基準設定主体が取り組むべき課題，ひ
いては公的開示の領域（会計規制の境界）を規定
することにも繋がる．
本稿において提起した��をめぐる財務報告
の概念フレームワーク問題は，「新たな会計基準
と連動した財務報告制度の必然的な展開であると
捉えた場合，その総体の意味をどのように捉える
のか」��）という視点から，財務諸表に附属する情
報として��が，財務諸表と一体となって財務
報告の目的を果たすことの意義を再確認するもの
である．��のような財務諸表外情報が附属しな
ければ，もはや財務諸表だけでは財務報告の目的
を十分に達成できず，また財務諸表の適正性は確
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�）�『討議文書』は，質的特性として，理解可能性
（����	
����������），目的適合性（	��������），比較
可能性（�����	������）および信頼性（	���������）
の �つを識別した．このうち，比較可能性
（�����	������）および信頼性については，これに
代 え て 裏 づ け 可 能 性（
����	�������）， 均 衡
（������）および期間比較可能性（�����	����������	�����）の独自の用語が��に関して使用され
ている（��	�
������）．�）� 当該開示項目には，一般に認められた会計原則
（��� ）に準拠して測定された測度を補完する
非 ��� 測度とも称される代替的業績測度
（� �）が含まれる．この点については，以下の
拙稿を参照．古庄　修（!""�年 �月）「欧州市場
における ��� 測度と代替的業績測度の共存関
係─ #$%&適用下の比較可能性の確保をめぐる論
点─」『産業経理』第 ��巻，第 �号，�����!��!"．�）�『討議文書』は，��に係る基準の設定について，
① #�&第 �号『財務諸表の表示』のなかで��
を要求するように改訂する，② #�&第 ��号『セ
グメント報告』と同様の方法で��に係る基準
を適用する範囲を限定する，③��に係る基準
を #$%&の中核部分以外のものとして位置づけ，#�&第 ��号『中間財務報告』と同様の方法で，
各国等で強制するか，企業が自発的に採用する場
合に当該基準を適用するものとする，④英国にお
ける開示規制と同様に，#$%&とは区別して独立
した��に係る開示基準を設定する，の �つの
アプローチを示した（��	�
�!���!!�）．� 　『討議文書』においては，��に関する指針を
作成し，その自発的な遵守を促すよりも，原則主
義に基づく基準を設定する方がより望ましいと結
論し，��に係る基準の遵守を #$%&に遵守にとっ
て不可欠なものとすることが最終的な目標である
と表明されていた．�"）�以下の拙稿を参照．古庄　修（!""�年 �"月）「企
業報告モデルの特徴と財務諸表外情報の位置─財
務諸表との相互補完関係の形成をめぐる論点─」
『経済集志』第 ��巻，第 �号，��������．

に 財 務 諸 表 外 情 報 に 係 る 国 際 開 示 基 準
（#���	���������'�
���
�	��&�����	�
）を規定している
が，そこでは「営業・財務概況および将来の見通
し 」（(��	����)�����$���������%����*����� 	�
����
）
の名称が使用されている．�）� 以下の #�&+が公表した『討議文書』を参照．#�&+,�'�
��

���� ���	（(����	�!""-）�Management 

Commentary,��� ���	��	���	���.�	��/��#�&+���
��..��.� ��
���	���	�
�����	��
����	
�������/�	
,���	�
��!""�!"!��� 　#�&+は !""!年 �"月に��に係る基準ないし
指針の設定について検討するプロジェクト・チー
ムを発足させた．ニュージーランド財務報告基準
審議会（$%&+）が主導する当該チームには，英
国会計基準審議会（�&+），ドイツ会計基準委員
会（'%&�）およびカナダ勅許会計士協会（�#��）
が参加している．�）�『討議文書』については，注 �を参照．また，『公
開草案』については，以下を参照．#�&+,�01��
�	��'	�.��（2����!""�）Management Commentary�-）� なお，本稿は，紙幅の都合もあり，以下における
個別論点を要約し，加筆・修正した．各論点の詳
細な議論については，以下の拙稿を参照．古庄�
修（!""�年 �月）「#�&+討議文書『経営者によ
る説明』の主要論点」『企業会計』第 -�巻，第 �
号，����"����!．古庄　修（!""�年 �"月）「財務
報告の体系の再編成─ #�&+討議文書『経営者に
よる説明』からの接近─」『會計』第 ��!巻，第 �
号，����!���．古庄　修（!""�年 ��月）「#�&+
公開草案『経営者による説明』の新局面」『企業
会計』第 ��巻，第 ��号，��������!�．�）� ここに財務諸表を「補足」するとは，財務諸表上
の金額に係る追加的な説明および財務諸表上の情
報に結果した情況や事象を説明することである．
また，「補完」するとは，財務諸表には示されな
いような事実や業績に係る財務情報および非財務
情報を提供することであると解される．本稿は，
この用語を��の機能に照らして使い分けてい
る．
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情報に分類できるとされる．広瀬義州（����年��月）「財務諸表，注記および補足情報のディス
クロージャー」『商学論叢』（福岡大学）第 ��巻，
第 �・�号，�	
��．�����������������������（��������）�Financial Statements and Other Means of 

Financial Reporting������	
�	��）�企業会計基準適用指針第 ��号『金融商品の時価
等の開示に関する適用指針』は，①金融商品に対
する取組方針，②金融商品の内容およびそのリス
ク，③金融商品に係るリスク管理体制，および④
金融商品の時価等に関する事項についての補足説
明を注記することを求めている．注記と��と
の峻別は重要な未解決課題であると考えられる．��）�以 下 を 参 照．����� �� ���������  ���!"�������
（#��$�������%）�Management Commentary: Comment 

Letter Analysis（Agenda paper 11A）	��）������&'���$���(�� � An Improved Conceptual 

Framework for Financial Reporting, Chapter 1 : The 

Objective of Financial Reporting and Chapter 2 : 

Qualitative Characteristics and Constraints of Decision-
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